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骨髄移植を推進

を には

　市では、白血病など血液の病気の有効な治療法である骨髄移植の推進を図るため、（公財）日本骨髄バンクを
介して骨髄・末梢血幹細胞の提供者（ドナー）や提供者が勤務する事業所に対して助成金を交付します。

要介護認定申請
申請場所 長寿課介護保険係
申請に必要なもの ●要介護・要支援認定申請書（長
寿課で配布。ホームページからもダウンロード可）●マ
イナンバーが分かるもの●介護保険証（65歳以上の
かた）●健康保険証（●40～64歳のかた●65歳以上
で尾張旭市の国民健康保険・後期高齢者医療保険以
外に加入しているかた）

要介護認定
要支援1・2
介護予防サービス、総合事業を利用可
要介護1～5 
介護サービスを利用可
非該当(自立)

「基本チェックリスト」で生活機能の状
態を調べ、生活機能の低下がみられる
場合は総合事業を利用可

介護(予防)サービスの選択
居宅サービスを希望する場合
●要支援1・2
　 保健福祉センター内地域包括支援

センター（☎55-0654）に連絡し、介
護予防サービス・支援計画の作成を
依頼

●要介護1～5
　 居宅介護支援事業者に連絡し、居宅

サービス計画の作成を依頼
施設サービスを希望する場合
施設へ直接（特別養護老人ホームは
原則要介護3以上のかたが対象）

一次判定
認定調査の結果、主治医の意見書をもとに、コン
ピューター判定で要介護状態区分を導き出す

二次判定
一次判定結果、認定調査の聞き取り内容、主治医の
意見書を踏まえ、医療・保健・福祉の専門家による介護
認定審査会で審査・判定

認定調査
市の調査員などが心身の
状況について、国で定め
られた74項目を調査

申請・問い合わせ先／市役所長寿課介護保険係 ☎76-8144

主治医の意見書
申請書に記載された主
治医に、市が意見書の
作成を依頼

対
象
者

骨 髄 な ど の
提供者（ドナー）

骨髄などを移植し、次の要件を全て満たすかた
●骨髄などの提供日に市内に住民登録があり、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事

業で骨髄などを提供した
●他の市町村から同種の助成金の交付を受けていない

事 業 所 上記の骨髄などの提供者（個人事業主を除く）が勤務している国内の事業所（国、地方公
共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学および公立大学法人を除く）

助 成 対 象
と な る 内 容

骨髄などの提供に要した次に該当する通院または入院
●健康診断に係る通院●自己血貯血に係る通院●骨髄などの採取に係る入院●その
他骨髄などの提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院または入院

助
成
金
額

骨 髄 な ど の
提供者（ドナー）通院または入院1日につき2万円（上限7日まで）

事 業 所 通院または入院1日につき1万円（上限7日まで）

申
請
方
法

骨髄などの提供日から1年以内に次の書類を持参の上、申請
骨 髄 な ど の
提供者（ドナー）

●交付申請書（ドナー用）●骨髄バンクが発行する骨髄などの提供を証する書類（通院
または入院の日数が分かるもの）●請求書

事 業 所 ●交付申請書（事業所用）●骨髄などの提供者と雇用関係が分かる書類●請求書

申請・問い合わせ先／保健福祉センター内健康課 ☎55-6800

　身体上の理由などで日常生活に介護
などが必要となり、介護保険サービスを
利用するには要介護認定が必要です。


